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１ 橋本駅周辺整備推進事業に関する
都市計画の決定及び変更について

－１－

（１）決定及び変更の理由

橋本駅周辺地区は、JR横浜線、JR相模線及び京王相模原線の鉄道3路線が乗り入

れ、国道16号、国道129号、国道413号及び津久井広域道路の交通結節点となっ

ており、橋本駅南口にはリニア中央新幹線の駅の設置が予定されています。

本地区は、「相模原都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針※1」にお

ける市街地の土地利用の方針において、商業・業務・文化機能等の集積を図り、魅

力ある空間を創出し、にぎわいと魅力ある広域的な交流の拠点を形成する地区とし

て土地の高度利用を図るものとしています。

また、「相模原市都市計画マスタープラン※2」における土地利用の方針において

も、リニア中央新幹線の駅の整備効果や圏央道相模原インターチェンジとの近接に

よる交通利便性を生かし、多様な都市機能の集積を図り、活力ある都市づくりを進

めるため、橋本駅南口地区を中心とした土地区画整理事業などによる土地利用の転

換と、南北一体となったにぎわいの形成を進めるものとしています。

今回、首都圏南西部の交流の核にふさわしい市街地の形成を図るため、土地区画

整理事業と道路に関する都市計画の決定及び変更を行うとともに、都市計画道路の

変更に伴い橋本駅南口地区地区計画の変更を行います。
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【橋本駅周辺】 位置図
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※1 都市計画法第６条の２に基づき、都市計画区域全域を対象とした将来の都市づくりの方向性を示すもの。
※2 都市計画法第１８条の２に基づき、市民にとって安全で快適な都市環境をつくりだすための土地利用や道路、公園づくりなど、さまざまな

都市計画に関する「基本的」「総合的」「長期的」な計画。



ア 相模原都市計画 土地区画整理事業の決定
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（２）決定及び変更する都市計画の種類及び内容

ア 相模原都市計画 土地区画整理事業の決定

【橋本駅南口地区土地区画整理事業】

リニア中央新幹線の事業用地や県立相原高校跡地等を中心としたまとまりの

ある一団地において、計画的な土地利用転換を進め、首都圏南西部の交流の

核にふさわしい市街地の形成を図ることを目的に、土地区画整理事業の決定を

行います。
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（ガイドラインの対象区域）
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土地区画整理事業区域（予定）

令和４年７月２７日相模原市発表資料

名称：橋本駅南口地区土地区画整理事業
面積：約１３．７ha



－３－

イ 相模原都市計画 道路の変更

【３・１・３号橋本駅南口駅前通り線】及び【３・３・８号大西大通り線】

橋本駅南口地区と圏央道相模原インターチェンジ方面を結ぶ広域連携軸

として、広域的なアクセス機能を向上させるため、新たに都市計画道路を

決定します。

【３・１・２号橋本駅東通り線】

橋本駅南口地区と橋本大山町地区を結ぶ地区間交流軸として、交通広場の

再配置に併せた道路ネットワークを形成するため、都市計画道路を変更

します。

【３・３・７号橋本西通り線】

橋本駅南口地区と橋本都市拠点地区を結ぶ地区間交流軸として、交通広場

の再配置に併せた道路ネットワークを形成するため、都市計画道路を変更

します。

【３・４・１９号橋本相原線】

都市計画道路３・３・８号大西大通り線を接続し、新たな交差点を整備する

ため、都市計画道路を変更します。

【３・４・２１号橋本駅氷川線】

橋本駅南口地区と相模原駅方面を結ぶ新都心連携軸として、両駅周辺の

連携性を高めるため、都市計画道路を変更します。



イ 相模原都市計画 道路の変更

【３・４・１９号橋本相原線】
延長 約１，５６０ｍ
構造形式 地表式
車線の数 ２車線
幅員 １７．５ｍ

※大西大通り線の接続に関する区域を一部拡幅

緑区合同庁舎

1000 200 400200ｍ10050

やすらぎの道立体

※延長は、全線を都市計画に定めるため、
区域変更区間と異なる道路もあります。

※幅員及び車線の数は、標準（代表）部を都市計画に定めるため、
記載の内容が区域変更区間と異なる道路もあります。
なお、交差点部における付加車線（右折車線等）や
立体道路部の側道は、車線の数として取り扱っていません。

橋本駅南入口
交差点

西橋本
交差点

橋本変電所前
交差点

西橋本二丁目
交差点

橋本こどもセンター前
交差点

旭中学校入口
交差点

橋本五差路
交差点

峡の原工業団地
交差点

西橋本４丁目
交差点

赤字：変更後、青字：変更前

工業団地入口
交差点

橋本大山町地区

相模原駅方面

－４－

【３・３・８号大西大通り線】
延長 約９２０ｍ
構造形式 地表式
車線の数 ２車線
幅員 ２２ｍ

橋本都市拠点地区

【３・４・２１号橋本駅氷川線大山氷川線】
延長 約１，１５０ｍ約８４０ｍ
構造形式 地表式
車線の数 ２車線
幅員 １８ｍ

【３・１・２号３・５・５号橋本駅東通り線】
延長 約２８０ｍ約２３０ｍ
構造形式 地表式
車線の数 ２車線
幅員 ４９ｍ１５ｍ

【３・３・７号橋本西通り線３・５・６号橋本駅西通り線】
延長 約５３０ｍ約４８０ｍ
構造形式 地表式
車線の数 ２車線
幅員 ２２．５ｍ１５ｍ
約６，５００㎡の交通広場を設ける。

【３・１・３号橋本駅南口駅前通り線】
延長 約３９０ｍ
構造形式 地表式
車線の数 ４車線
幅員 ４９ｍ
約１３，３００㎡の交通広場を設ける。

凡 例

変更後の区域

変更前の区域

－４－

交通広場

信号
交差点

橋本二丁目
交差点

橋本駅南口
交差点

土地区画整理事業の決定
橋本駅南口地区

地区計画の変更
橋本駅南口地区地区計画



＜ 参 考 ＞ 幅 員 の 構 成 イ メ ー ジ （ ノ ン ス ケ ー ル ）

【３・１・３号 橋本駅南口駅前通り線】

【３・１・２号橋本駅東通り線】

交通広場前交差点の幅員４９ｍ

【３・３・７号橋本西通り線】

橋本二丁目交差点から３・１・３号橋本駅南口駅前通り線までの幅員２２．５ｍ

交通広場前から３・３・７号橋本西通り線までの幅員４９ｍ

歩道等※13ｍ

幅員 49m

車道 18m 歩道等※ 13ｍ
自転車道

2.5ｍ

自転車道

2.5ｍ

歩道等5ｍ

幅員 22.5m

車道 7.5m 歩道等5ｍ
自転車道

2.5m

自転車道

2.5m

歩道等※ 18ｍ

幅員 49m

車道等 16m 歩道等※ 15ｍ

※なお、幅員構成は、今後の事業実施段階において交通管理者等の調整により
変更となる可能性があります。

－５－

※オープンスペースを含む

※オープンスペースを含む



【３・４・２１号橋本駅氷川線】

路線全線の代表幅員１８m

交通広場前から旭中学校入口交差点までの幅員２２．５ｍ

【３・３・８号大西大通り線】

路線全線の代表幅員２２ｍ

【３・４・１９号橋本相原線】

路線全線の代表幅員１7．５m

3・3・8号大西大通り線との交差点部の幅員２３．５ｍ

＜ 参 考 ＞ 幅 員 の 構 成 イ メ ー ジ （ ノ ン ス ケ ー ル ）

※なお、幅員構成は、今後の事業実施段階において交通管理者等の調整により
変更となる可能性があります。
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－６－



－７－

ウ 相模原都市計画 地区計画の変更

【橋本駅南口地区地区計画】

リニア中央新幹線の駅の設置に伴う交通広場の移設により、都市計画道路

３・５・６号橋本駅西通り線の名称を都市計画道路３・３・７号橋本西通り線

に改めるとともに、当該都市計画道路の変更に伴い線形を変更することから、

地区施設である市道相原高校前通及び市道橋本１０４号が重複する区間に

ついて地区施設を廃止します。

※ 今 回 の 変 更 に 伴 う 新 た な 制 限 の 内 容 は ご ざ い ま せ ん 。

地区施設の一部廃止

橋本駅南口地区地区計画

凡例
地区施設道路 変更前
地区施設道路 変更後

出典：国土地理院ウェブサイト
（2019年空中写真）を一部加工

橋本駅南口地区地区計画

凡例
都市計画道路 変更前
都市計画道路 変更後

出典：国土地理院ウェブサイト
（2019年空中写真）を一部加工

ウ 相模原都市計画 地区計画の変更
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●原案の縦覧・意見書提出期間
令和4年12月20日（火）

～令和5年1月10日（火）
●縦覧者数

3名
●意見書

373通

●素案の縦覧・公述申出受付期間
令和4年9月1日（木）

～令和4年9月14日（水）
●縦覧者数

18名
●公述申出

19件
●公聴会

日時：令和4年10月2日（日）
午後1時から午後5時

公述人：18名 傍聴人：55名
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